
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ボランティアセンターは、“ボランティアをしたい人”と“ボランティアを必要としている人”を 

結び付け、その活動を支援します！ 

身近な地域のボランティア情報をお届けします。 

第10号 

2023 

北本市社会福祉協議会では、11 月に「ガイドヘルパー養成講座」を鴻巣市社会福祉協議会と合同で
開催しました。 
視覚障がいについて、ガイドヘルパー業務・留意点などの座学を行い、階段やエレベーター、駅やコンビニ

での実技体験を行い、安全に実施するためのポイントを学びました。 
北本市では、新しく５名の方に「ガイドヘルパー」のご登録をいただきました。これから、視覚障がい者のガ

イドヘルパーとしての活動をお願いします。 



♪音訳ボランティア養成講座♪ 

９月２９日から１０月２７日まで５回に亘り「音訳ボランティア養成講座」を実施しました。 

「音 訳
おんやく

」は、文字や視覚情報を音声にして視覚障がい者へ届けるためにあり、広報紙などを声で読

むボランティア活動をしている方々がいます。この活動者を養成するため、講座を企画したところ、15

名の申込みがありました。 

講師は、埼玉県立図書館で活動されている音訳者の永野陽子氏を招き、読み方の基本として発音・

数字の読み方やアクセント、スピードや間の取り方など、音訳としてのポイントを指導していただきまし

た。 

はっきり声を届けるためには、ただ声を出すのではなく、姿勢が大切ということも学び、姿勢のチェ

ックから開始し、みなさん一生懸命に発声していました。講座最終日には、市内で活動しているボラン

ティアグループの方からのお話をしていただきました。 

受講されたみなさんが、これから音訳ボランティアとして活動されることを楽しみにしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
今年で 3年目となった「受験生応援プロジェクト」。市内中学 3年生の受験を地域の皆さんで応援

し、身近な地域のつながりを大切にしようという目的で始まりました。高校生をはじめとした地域の

ボランティアさんや手芸ボランティアグループの協力で、フクロウのマスコットやしおりづくりを、心を

こめて行いました。 

フクロウは「福が来る」とか「不苦労」と言い伝えられるなど諸説あります。 

外国では、夜でも目が効くなど、学問の神様とも言われています。今年は、 

508名分の「フクロウのマスコット」と落ちない葉っぱ「ヤマコウバシのしおり」 

に加え、中学 2年生からの応援メッセージを添えて 1月の初旬に市内の中学 

校へお届けしました。 

応援メッセージには、「志望校に合格してください」といった励ましのエール 

が記されていました。 

地域のボランティアさんと共に皆さんの合格を応援しています。 

 

   

  
  
  
  

 

  
  

   
 

  
 

  

  
  
  
 

  
   

   
   

   
  
  
   

   
   

   
  

  
  
  
   

   
   

 
  
   

  
 

  

  

  
  

  
  
  
   

   
   

  

  
  
    

  

   
 

   
  
 

   

    
     

     
    

    
      

 

  
  
   

   
   
    

  
  
  
  
  
  

  
  
   

   

  
   

   

  
  
   

  
  

  
   

   
   

  
   

   
  
   

   
  
  
 

   
   

   
  
   

   
   

   
   

   
   

  
 

   
   

   
   

   
  
   

   
  
   

   
  
  
   

  
  
   

  
   

   
  

   
   

  
   

    
    

 

   
   
     

   
   

   
   

  
   

  
  

 
 

  

   
   

     
  
  
   

   
   

   

   
  
   

   
   

   
  

   
    

     
   

   
   

   
  

   
    

     
   

  
  
   

  
  
   

  
 

   
    

     
  
   

   
  
   

   
    

   
  

   
  

  
  
   

   
  
  
   

  
   

  

  
   

    
    
    

   

    
    
    

   

   



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

北本市ボランティアセンターでは、万が一に備え

て、ボランティア活動中の事故やケガ、偶然の事故に

より他人にケガをさせたり他人のものを壊したりした場

合に支払われる【ボランティア活動保険】への加入を

お勧めしています。現在ご加入の方は、令和５年３

月３１日で補償期間が終了しますので、ボランティ

ア活動を継続する方々、お早めにご加入ください。 

 

 

補償期間 令和５年４月１日 

～令和６年３月３１日 

基本プラン 350 円 

天災・地震補償プラン 500円 

特定感染症重点プラン 550 円

550 円 

保険料 

◆ボランティア登録団体説明会 

＆情報交換会◆ を行います。 

 

北本市ボランティアセンターに登録いただいている

団体を対象に、「登録団体説明会＆情報交換会」を行

います。 

 

 

 

 

 

 

ボランティア団体の方には、別途ご案内を差し上げま

す。新規団体登録希望者のご参加も大歓迎です。 

問合せ：北本市社会福祉協議会（593-2961） 

【ボランティア活動保険】 のご案内 

学校福祉体験では、講話や交流・体験を通して、高齢者や障

がいのある方などの生活や課題を知り、課題解決に向けて動く

きっかけ作りを行っています。 

令和 4年度は、妊婦体験などの新しいメニューを取り入れ

ながら、市内小中学校で様々な福祉体験を実施しました。 

思いやりの心を育むお手伝いをしながら、誰もが暮らしやす

いまちづくりを目指していきます。 

令和 5年度 

盲導犬講話 

妊婦体験 高齢者疑似体験 

車いす体験 

手話体験 ボッチャ体験 点字体験 

植野花菜さんおめでとうございます🎊 
 北本市社会福祉協議会の【きたもと    つながるボランティア 2022】のプロ

グラムの「フードパントリーのお手伝い」に参加した植野花菜さんが、ご自身で調べ

たことやボランティアで学んだ内容をまとめた冊子『もう他人事とは言わせない！

SDGｓ～私たちに出来る事～』が『第 7回北本市図書館を使った調べ

る学習コンクール』に入賞しました だんだんと関心が高まっている SDGｓにつ

いて北本市社会福祉協議会ではこれからも楽しく学べる機会を設けていきたいと思

います！ 

北本市図書館を使った調べる学習コンクール入賞！ 

日時 令和 5年 4月 18日(火) 

13時 30分～15時 30分 

場所 北本市総合福祉センター 

対象 ボランティアセンター登録団体 

および登録を希望している団体 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年度九都県市合同防災訓

練埼玉会場の様子が Youtube で

閲覧できます。総合福祉センターで開

催された「災害ボランティア 

センター立ち上げ訓練」の 

様子もぜひご覧ください。 

手話を 

 知っていますか？ 

〒364-0034  北本市高尾 1 丁目 180 番地 北本市総合福祉センター内 
TEL 048-593-2961   FAX 048-592-9442 

E-mail sha-2552@mb.jnc.ne.jp    

「いいね！」を押してね！

Facebook 
 

北本市社会福祉協議会では、ホームページだけで

なく、Facebook や LINE を通じて、ボランティア活

動や講座案内、地域活動、イベントなどの情報をお

届けしています。ぜひ、チェックをしてみてくださいね。 

○タオル・バスタオル 

・新品・中古どちらでも可 

○食料品 

・常温保存できるもの、 

・賞味期限が２ヶ月以上あるもの 

 
○洗濯ボランティア（水曜午後） 

社協デイサービス 

○将棋・マージャンボランティア 

市内デイサービス 

※詳細は北本市ボランティアセンターまで 

お問い合せください 

  

みなさん手話を知っていますか？最近ではテレビドラマ

「silent」や「星降る夜に」をご覧になった方はイメージしやすい

と思います。 

手話について調べると、見た物の形や歴史背景などが基に作

られていることがわかりました。 

 

  例えば、「北本」という単語を手話で表す場合は、両手

を使います。 

① 「北」は、手の甲を外に向け、親指・人差し指・中指の

3本を立て、腕を交差して「北」という形を作ります。 

② 「本」は、人が本を開くしぐさをします。つまり、両手

５指を開いて、小指と小指を付けて開き、「本」という

形をつくります。 

この①②の動作「北本」という手話（言葉）になります。 
 

 

北

本 

mailto:sha-2552@mb.jnc.ne.jp

